真狩村「社の森」分譲地住宅建築補助事業要綱

（通則）

第1条　この要綱による補助金の交付については、真狩村補助金等交付規則（昭和５５年規則第１号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

（目的）

第２条 この要綱は、村内の移住定住促進分譲地に土地を購入し、村が定める基準を満たす省エネ・高断熱住宅を新築した者に対し、予算の範囲内において当該住宅を購入する費用等の一部を補助するとともに、一定の年齢を下回る場合に補助額を加算することにより、地域の脱炭素化を促すとともに、地域住民の住環境の整備及び移住定住を推進することに加え、若い世帯の住宅建築を促すことを目的とする。

（定義）

第３条 この要綱において新築住宅とは、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他関係法令に違反がない令和８年４月１日以降に法人を除く個人の建築主が自己の居住を目的とし、建築費（用地取得費及び登記取得等の事務に係る費用を除く）が、200万円以上で新築された専用住宅をいう。

（交付対象者）

第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、以下の要件を全て満たす者とする。 

（1）社の森分譲地に新築住宅を建てた者

（2）交付申請時までに社の森分譲地に建築した住宅に住民登録を行い、５年以上の居住意思がある者

（3）建築した住宅の一部又は全てを事務又は事業の用に供さないこと。

（4）市町村税を滞納していない者

（5）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員でない者

（6）過去に本要綱による補助を受けたことがない者

（7）若者住宅取得促進の加算申請を行う場合、土地売買契約時に建築主が45歳未満であること。

（交付要件）

第５条 補助金の交付対象となる新築住宅は、次の基準を全て満たす住宅とする。

（1）エネルギー消費性能が星３以上のBELS評価書を得ることができること。

（2）断熱性能が５以上のBELS評価書を得ることができること。

（3）建築資材の一部又は全て北海道産木材を利用していること。

（補助金の額）

第６条 補助金の額は、建築費を対象として定額１５０万円とし、建築主が45歳未満の場合、若者住宅取得促進として50万円を加算した２００万円とする。

（補助金の事前協議）

第７条 補助対象者は、補助金を受けようとするときは、原則として工事着手１ヵ月前までに住宅建築補助金事前協議書（別記様式第１号）を次に掲げる添付書類とともに村長に提出しなければならない。

（1）住宅建築予定地の土地契約書の写し

（2）住宅建築予定地位置図

（3）定住意思確認書（別紙１）

（4）調査同意書（別紙２）

（5）その他村長が必要と認める書類

（事前協議書の受理）

第８条 村長は、補助金の事前協議書を受理したときは、申請者に対し受理書（別記様式第２号）を交付するものとする。

（交付申請）

第９条 前条の規定により事前協議をした者が、補助金の交付を受けようとするときは、補助対象住宅の建築完了後、補助対象住宅の所在地に住民登録し、住宅建築補助金交付申請書（別記様式第３号。以下「交付申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

（1）補助対象住宅の所在地に住民登録後の世帯全員の住民票謄本又はその写し

（2）建築基準法に基づく検査済証の写し又はそれに代わる証明書の写し

（3）建物の登記事項証明書又はその写し

（4）第4条で規定する基準を満たすBELS評価書の写し

（5）納品書（出荷伝票）など北海道産木材を利用したことを証明する書類の写し

（6）住宅建築補助金交付請求書（別記様式第４号）

（7）その他村長が必要と認める書類

（交付決定）

第１０条 村長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、住宅建築補助金交付決定通知書（別記様式第５号）により、補助金の不交付を決定したときは、住宅建築補助金不交付決定通知書（別記様式第６号）により申請者にその旨を通知するものとする。

（権利譲渡の禁止）

第１１条 補助金の交付決定を受けた者は、その受ける権利を他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。

（補助金の返還）

第１２条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、やむを得ない特別の事由があるときは、当該補助金の全部又は一部の返還を免じることができる。

（1）虚偽又はその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

（2）居住開始から５年未満で、補助金の交付を受けた者が当該住宅から転居若しくは転出したとき又はその他の事由により当該住宅住所に住民票を有しない状況となったとき。

（3）居住開始日から５年未満で対象住宅を取り壊し、貸与し、譲渡し、又は売却したとき。

（4）居住開始日から５年未満で建築した住宅の一部又は全てを事務又は事業の用に供したとき。

（5）その他村長が不適当と認める事由があるとき。

２ 前項における交付済みの補助金の全部又は一部を返還させる場合の返還額は、次の各号に掲げる居住年数に応じ決定する。

（1） １年未満 全額

（2） １年以上３年未満 補助金に１０分の８を乗じて得た額

（3） ３年以上５年未満 補助金に１０分の５を乗じて得た額

３ 村長は、第2項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消したときは、住宅建築補助金決定取消通知書（第７号様式）により通知するものとする。

（補則）

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限りその効力を失う。ただし、第１１条及び第１２条は、この要綱の失効後もなおその効力を有する。

